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平成21年度 埋設処分業務の実施状況について

平成22年2月25日
第2回 埋設処分業務・評価委員会

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
埋設事業推進センター
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1.1 概念設計等の実施

1. 平成21年度に実施する業務

○ 概念設計の実施の一環となる前提条件の取りまとめ

(1) 埋設処分対象とする廃棄体数量並びに含有核種
とその放射能濃度を整理中。

(2) 国内外の埋設施設の事例、安全確保の基準、安
全評価の方法、我が国の社会環境・自然環境に係
るデータ等の調査・整理に基づく概念設計を行う埋
設施設周辺の立地条件を設定中。

(3) 放射性廃棄物等の埋設処分に関連する国内法令
の施設基準を整理中。

⇒参考資料1-1-1及び1-1-2参照

○ 被ばく線量評価コードの入力部の整備

既存の被ばく線量評価コードの入力部を整備中。そ

の結果、埋設施設に係る被ばく線量評価がより簡便に

実施できることを確認中。

⇒参考資料1-1-3参照

国内外の埋設処分施設を参考としつつ、合理的
な埋設施設の設備仕様、レイアウト等の概念設計
に着手し、概念設計の前提条件となる

・埋設対象廃棄体の性状、含有核種、放射能濃

度、発生予測

・我が国における一般的な立地条件

・関連法令(*)に定められる埋設施設に関する技

術基準 等

について調査検討して、その結果を取りまとめる。

また、概念設計、立地条件に関する技術的検討
等に使用する既存の被ばく線量評価コードの入力
部に係る整備を行う。

(*) 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(
昭和32年法律第166号)、「放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律」（昭和32年法律第167号）等

実 施 状 況計 画
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埋設施設の安全性及び経済性に関する評価・検討等埋設施設の安全性及び経済性に関する評価・検討等

立地基準・立地手順立地基準・立地手順
3

1.1 概念設計等の実施 (1)
(概念設計の前提条件の検討)

埋 設 施 設 ・ 設 備 に 係 る 構 造 等 の 詳 細 な 設 計

廃棄体の種類、数量、放射能ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘの設定廃棄体の種類、数量、放射能ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘの設定

放射線に関する安全性の確認放射線に関する安全性の確認

廃棄体の受入、確認、構内輸送、定置に必要な施設、設備の抽出廃棄体の受入、確認、構内輸送、定置に必要な施設、設備の抽出

設定条件に基づく廃棄体の受入、確認、構内輸送、定置等に係る手法及び操業工程の検討及び決定設定条件に基づく廃棄体の受入、確認、構内輸送、定置等に係る手法及び操業工程の検討及び決定

施設・設備の耐震及び
構造強度に関する安全性の確認

施設・設備の耐震及び
構造強度に関する安全性の確認

建 設 費 等 の 積 算

安全規制等の法令要件の設定安全規制等の法令要件の設定 一般的な立地条件（平地等）の設定一般的な立地条件（平地等）の設定

埋設施設・設備の詳細な配置設計

平成21年度に実施
概念設計

参考資料1-1-1
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1.1 概念設計等の実施 (2)
(概念設計の前提条件の検討)

• 炉規制法、RI法、審査指針類
• 医療関係４法令の調査
• 廃掃法、建築基準法、労働安全衛生法、

JIS等
→ 設計要件の調査・設定

安全規制等の法令要件の設定安全規制等の法令要件の設定廃棄体の種類、数量、
放射能ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘの設定

廃棄体の種類、数量、
放射能ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘの設定

●調査結果
平成60年度までに発生が想定される廃棄体の種類及び放射能レベル毎
の数量、放射能インベントリーを設定

一般的な立地条件の設定一般的な立地条件の設定

参考資料1-1-2

機構ピット
約18.9万本

RI協会
ピット

約0.9万本

大学・民間等
ピット

約0.2万本

ピット相当分
約20.2万本

その他
ピット

約0.1万本

機構
トレンチ

約24.4万本

RI協会
トレンチ

約3.3万本

大学・民間等
トレンチ

約4.3万本

トレンチ相当分
約32.7万本

その他
トレンチ

約0.7万本

昭和60年10月24日
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＊1:被ばく線量を計算するためのコンピュータプログラム(GSA-GCL)

＊2:人工バリアとは、埋設施設内の隙間を埋めるセメント等の充填材、ベントナイトを混合した土、コンクリー トピットなど放射性物質の環境 へ

の移行を防止・抑制する人工構築物のこと

＊3：地下水等の液相中の放射性物質の濃度に対する人工バリア等の固相中の放射性物質の濃度の比。人工バリア等の放射性物質の移行抑
制に係る評価に用いられる。

1.1 概念設計等の実施 (3)
(既存の被ばく線量評価コード＊1の入力部に係る整備)

廃棄体等

地下水流 人工バリア＊2

地質
(土壌・岩盤等)

被ばく
線 量

廃棄体等及び人工バリアの分配係数*3    

のデータセットを追加整備

地質が土壌と岩盤で構成される場合、地質から環
境へ移行する放射性物質量を合算して計算できる
よう追加整備

(トレンチ埋設施設)

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾟｯﾄ埋設施設)

廃棄体等から地質へ移行する放射性物

質量の計算方法を追加整備

環境
(河川水、海産物、
土壌、農作物等)

①

②③

参考資料1-1-3
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1.2 立地基準及び立地手順の策定

1. 平成21年度に実施する業務

○ 立地基準、立地手順等に関する情報の収集・整理

国内外の類似施設の地点選定事例について調査を実施

中。

その結果を基に論点の列挙を行うなど、立地基準及び立

地手順の策定の検討に活用。

⇒参考資料1-2-1参照

① 国内の原子力施設の立地事例として、電気事業者等
による使用済燃料中間貯蔵施設の立地に向けた活動
事例及び原子力発電環境整備機構による高レベル放
射性廃棄物最終処分施設の設置可能性についての

文献調査を行う地区の公募に関する事例等について、
それらの経緯等を収集・整理中。また、産業廃棄物の
最終処分施設の事例として、産業廃棄物最終処分場
の設置に関する諸法令及び公共関与による候補地選
定事例を収集・整理中。

② 国外の事例として、海外における放射性廃棄物処分
場の選定に関する事例について、経緯や採用された
立地基準及び立地手順等の情報を収集・整理中。

立地基準及び立地手順の策定の検討に資
するため、類似施設の地点選定事例において
採用された立地基準、立地手順等に関する情
報を収集・整理し取りまとめる。

実 施 状 況計 画
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立地基準及び立地手順の策定

(1)中間貯蔵施設、高レベル放射性廃棄物

最終処分施設の立地事例

立地活動の経緯

(2)公共関与による産業廃棄物処分場地
点選定事例

選定における評価項目、
項目毎の基準

検討対象とする地点の
具体化の方法

基準に基づく評価の方法、
手順

②国外放射性廃棄物処分場の選定事例調査

立地活動の経緯

選定における評価項目、
項目毎の基準

検討対象とする地点の具
体化の方法

基準に基づく評価の方法、
手順

基準策定

手順策定

・技術的に決まる評価項目以外
の選定及びその基準の設定
における公正性の担保

・項目毎の重要性

・透明性・公正性を確保した上で
の、評価対象とする地点を具
体化する方法

・円滑な地点選定のための手
順のあり方

（環境保全、災害防止、
地元合意、等を採用）

（複数候補からの絞り込み
を採点方式や総合評価方
式で実施）

（申し入れ方式、公募方式、
関心表明方式等を採用）

①国内類似施設の先行事例調査

（事例毎のポイントの整理）

（土地条件からのスクリーニ
ング、地元からの推薦を採
用）

（環境保全、災害防止、地
元合意、経済性、等を採用）

（事例毎のポイントの整理）

（複数候補からの絞り込
み、住民投票等を実施）

分
析
・検
討

基
準
・手
順
の
具
体
化

論点の抽出

（3月までに実施予定） （22年度以降実施）

参考資料1-2-1
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1.3 処分単価及び受託契約

1. 平成21年度に実施する業務

○ 処分単価及び受託契約に係る検討

(1) 総費用の積算、処分単価・受託料金の検討を行うた
め、他の公共・公益事業の事例等を参考に、調査・
検討すべき項目の取りまとめを実施中。

⇒参考資料1-3-1参照

(2) 平成22年2月18日に開催した 、RI協会、RANDEC及
び原子力機構で構成する「RI・研究所等廃棄物連絡
協議会」（以下「協議会」）において、以下の検討項目
について意見交換を実施。

1) 総費用積算、処分単価設定等に係る作業の内容

2) 受託契約に必要となる事項 等

協議会で聴取した意見を参考に検討を実施中。

透明性を確保した公正かつ合理的な処分
単価の設定方法に関し、発生者の意見を聴
取する。

原子力機構以外の発生者から研究施設等
廃棄物の処分の委託を受ける際に締結する
受託契約に必要となる事項、内容、条件等に
ついて発生者の意見を聴取しつつ検討を進
め、受託契約の準備に係る作業を行う。

実 施 状 況計 画
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処分単価及び受託契約

◆ 総事業費用の見直しにあわせ、処分単価の見直しを行う

◆ 処分単価は、処分方法ごとに必要となる費用を物量で割ることで算定

◆ 受託単価は、費用の発生時期と、受託料金の支払時期に差異があるため、機構の運用実績や

割引率に基き補正する必要がある。

●処分単価・受託料金の基本的考え方（案）

受託単価

処分方法ごとの事業費用 処分方法ごとの廃棄体量
処分単価

(廃棄体1体を埋設処分
するために必要な額)

÷ ＝

各発生者の受託料金の
支払い時期に応じて補正

各発生者ごとの
委託を受ける廃棄体量受託単価 × 受託料金

参考資料1-3-1
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1.4 輸送、処理に関する計画

1. 平成21年度に実施する業務

○ 関係機関等との連携・協力

協議会において、埋設事業に係る今後の取組み、各機関の果た

すべき役割、連携・協力体制のあり方等について意見交換。

○ 廃棄物発生状況等の調査の実施

埋設事業許可申請に係る準備に向けて、発生者の現状を把握す

るため、発生者の協力の下、廃棄物発生状況及び保管状況の調査

並びに意見を聴取し、今後検討が必要となる内容を整理する予定。

○ 説明会の開催と情報交換

・ 「研究施設等廃棄物の埋設事業に関する説明会」（以下「発生

者説明会」）を文部科学省共催並びにRI協会及びRANDECの協

力の下、平成22年1月27日に開催。

・ 発生者説明会においては、埋設事業の計画やRI協会、

RANDECによる集荷・処理事業への取組み状況等、埋設事業に

係る業務の進捗状況を説明。

・ 埋設事業の許認可申請に向けて、発生者がとるべき措置及び

その準備事項について説明し、今後の原子力機構と発生者と

の協力について意見を交換。

⇒参考資料1-4‐1参照

研究施設等廃棄物の集荷、輸送、廃棄体化
処理等が全体として合理的かつ体系的に行わ
れるよう、国及び関係事業者間で事業に関す
る情報の共有や連携・協力を図るために、協
議会等を開催する。このため、発生者の協力
を得て研究施設等廃棄物の発生状況及び保
管状況について必要な調査を実施する。

また、発生者を対象とした説明会を開催し、
埋設事業の進展に応じて原子力機構及び発
生者がとるべき措置及びその準備について情
報交換を行う。

実 施 状 況計 画
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輸送、処理に関する計画

輸送・処理に関する計画は、特に各発生者の協力の下、事業の進ちょくと各者の状況を踏ま
えた具体的な計画を立てて取組んでいくべき項目。

○ 輸送・処理に関する計画の作成に際して、発生者に協力や準備を要請する場、また、発生
者と事業に関する意見交換や相談できる場が必要。

＜説明会の様子＞

情報交換を目的とした発生者対象の説明会を開催情報交換を目的とした発生者対象の説明会を開催
「研究施設等廃棄物の埋設事業に関する説明会」（平成22年1月27日開催）

● 共催：文部科学省

● 主催：原子力機構

● 協力： RI協会
RANDEC 参加者数88名（73事業所）

国の方針等の情報共有

関係事業者の取組状況等の情報共有

事業内容、進ちょく状況・計画の共有
協力等の要請と意見交換

参考資料1-4-1
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1.5 その他の業務

1. 平成21年度に実施する業務

○ 事業に関する情報の発信

(1) 埋設事業に関するホームページを平成21年12月3日に開設。

埋設事業の内容、埋設施設の概要、国内外の類似施設等埋設

事業の事例、関連資料、Q＆A、用語解説を掲載。各種委員会

が開催されるなどの際にはタイムリーに更新して資料を掲載す

るなど、積極的に情報を発信。広報素材の作成等に向け、広

報活動のあり方を取りまとめ中。

(2)  一元的な相談・情報発信を行う窓口として、ホームページに双

方向の対話が可能となる専用ページを設置。

(3) 発生者説明会の場で発生者に対して、埋設センターのホーム

ページを紹介し、その利用方法を説明。質問や相談がある場

合は、まずは原子力機構にお問合せいただくよう要請するな

ど、積極的に周知。

⇒参考資料1-5‐1参照

○ 資金を管理するシステムの構築

原子力機構の財務・契約系情報システム内の埋設処分業務勘

定等の実データ情報の格納状況等を事前に調査し、埋設処分業務

勘定に関連するデータの資金管理システム構築のための仕様を取

りまとめ中。

⇒参考資料1-5-2参照

(1) 事業に関する情報の発信

埋設事業に関するホームページを開設し、
事業の内容や埋設施設の概要等を紹介するほ
か、国内外の類似施設等埋設事業に関連する
資料、情報を掲載するなど、積極的に情報発信
を行う。また、広報素材の作成等、広報活動の
あり方について取りまとめる。

埋設事業について一元的な相談・情報発信
を行う窓口を設置し、埋設事業に関する国民の
懸念や不安に対して的確に対応する。

(2) 資金を管理するシステムの構築

原子力機構の一般勘定及び電源利用勘定

（以下、「他勘定」という。）から埋設処分業務勘
定への繰入金額と、発生者との受託契約に基
づく料金を適切に算定するため、資金を管理す
るシステムの仕様を取りまとめる。

実 施 状 況計 画
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○ 情報の発信

（埋設事業推進センターのホームページ）

•ホームページを開設し、事業内容、埋設施設の概要
等に加え、Q&A及び用語解説を掲載。

•各種委員会が開催されるなどの際にはタイムリーに
更新して資料を掲載するなど、積極的に情報発信。

•開設後、約85,000件（平成22年1月末現在）のアクセ
ス。

•広報素材の作成等に向け、広報活動のあり方を取り
まとめ。

•ホームページに専用ページを設置し、ご相談・ご質
問に対応（開設後、延べ7件の問い合わせに対応）。

○ 一元的な相談・情報発信

その他の業務 (1)

○ 埋設事業に関する懸念や不安への対応

•発生者説明会において、埋設事業に関する情報発信及び問合せ手段としてホームページを紹介し、
利用方法を説明。

•埋設事業及び関連事項について質問・相談がある場合は、原子力機構に問合せいただくよう要請す
るなど、積極的に周知。

事業の進ちょくに
伴う新情報を発信

事業に関する
問い合わせの方法
を明示

ホームページを活用して相談・情報発信等に対応

参考資料1-5-1
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○ 資金を管理するシステムの構築

その他の業務 (2)

埋設事業を実施するにあたり、長期にわたり事業を確実に継続するため、資金管理を適切に行うこと
が求められている。
また、毎事業年度における一般勘定・電源利用勘定からの繰入額算定の方法を定めた省令(平成20年

文部科学省令第28号)においても、勘定及び処分方法毎に機構の資金残高を把握することが必要とさ
れている。
これらの要求に応えるため、埋設処分業務勘定への繰入金額と受託料金を適切に算定することを目

的としたシステムの構築を行う。

◆ 基本的な考え方

受託トレンチ
セグメント

電源トレンチ
セグメント

一般トレンチ
セグメント

トレンチ
処分区分

受託ピット
セグメント

電源ピット
セグメント

一般ピット
セグメント

ピット
処分区分

受託
収入区分

電源利用勘定
収入区分

一般勘定
収入区分

収入による区分

埋設処分業務勘定における収入・支出・資金残高
を処分方法及び勘定・受託収入ごとに6つのセグメ
ントに区分し、それぞれ独立して収入・支出・資金
残高の管理をおこなう。

収入・支出・資金残高の管理セグメント

◆ 作業状況と今後の予定

本システムにて使用する収入・支出データは、現
在機構の財務会計を行なっている「財務・契約系
情報システム」のデータを使用する。

収入・支出の按分方法の検討
→ 建設費比率・物量比率等の比率

にて6つのセグメントに区分

仮の収入・支出額にて按分の
シミュレーションを実施

「財務・契約系情報システム」
からのデータ抽出試験

本システム構成の検討

本システムの構成取りまとめ

実施済項目

参考資料1-5-2

処分方法
による区分
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3. 平成21年度の埋設処分業務の運営において留意する事項

(1) 埋設事業を円滑かつ着実に進めるため、今後の機構にお

ける原子力施設の解体や処理に関する計画について、情

報共有を行うなど、原子力機構内のバックエンド推進部門

及び各研究開発拠点と協力体制の構築に取組んだ。

(2) 原子力機構内において、原子力機構の運営管理及び事業

推進に係る関係部署と事務検討会議を開催し、埋設処分

業務の事務手続き、規程の策定等について協議し、制度

化を図った。

(3) 埋設事業を安全かつ効率的に実施していくため、埋設事

業推進センター内で、外国の原子力政策、中・低レベル放

射性廃棄物の埋設施設の建設状況等の海外事例に関す

る勉強会を実施するなど、人材教育に努めた。

(1) 安全確保・コンプライアンスの徹底等

埋設事業を安全かつ効率的に実施するため
の教育に努めるとともに、コンプライアンス（法
令遵守）の徹底等に努める。

(2) 埋設処分業務勘定の管理等

埋設処分業務勘定において、他勘定からの
繰入金額を算定するため、他勘定及び機構以
外の発生者分の収入、支出及び資金残高を
適切に管理する。

(3) 安全規制整備への対応

安全規制当局に対して必要に応じて情報を
提供するなど、安全規制当局が進める埋設事
業に関連のある安全規制の整備の進ちょくに
適切に対応する。

(4) 業務の評価

事業年度終了後、速やかに業務の評価を行
い、その結果を公表する。

実 施 状 況計 画


